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障害者福祉課 

 

 議案第１３号 

   港区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等 

   を定める条例及び港区指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関す 

る基準等を定める条例の一部を改正する条例について 

 

 国の「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基

準」（平成２４年厚生労働省令第１５号）等の一部改正を踏まえ、港区指定障害児通

所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（令和２年港区条

例第５４号。以下「通所基準条例」といいます。）及び港区指定障害児入所施設の人

員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（令和２年港区条例第５５号。以下

「入所基準条例」といいます。）の一部を改正します。 

 

 

１ 改正理由 

  改正児童福祉法において、「福祉型」と「医療型」に分かれていた児童発達支援

の類型の一元化や、障害児入所施設に入所している児童等が地域生活等へ移行する

際の責任主体の明確化などが規定され、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等

の人員、設備及び運営に関する基準等が改正されたことを踏まえ、通所基準条例及

び入所基準条例の一部を改正します。 

 

 

２ 改正内容 

（１）通所基準条例、入所基準条例に共通の内容 

  ア 児童発達支援管理責任者は、障害児の年齢及び発達の程度に応じて、心身と 

もに健やかに育成されるよう適切な支援内容を検討しなければならないことを 

明文化します。 

  イ 指定児童発達支援事業者は、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営む 

ことができるよう、障害児及びその保護者の意思をできる限り尊重するための 

配慮をしなければならないことを明文化します。 

  ウ 障害を治すもの、克服すべきものとして捉えるのではなく、子どもが内在的 

に持つ力を発揮できるよう本人の発達等を支援するという趣旨で、「指導」 

「訓練」という文言を「支援」に変更します。 

（２）通所基準条例のみの内容 

  ア 障害児の障害種別にかかわらず支援できるよう、「福祉型」と「医療型（肢 
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体不自由児を対象）」に分かれていた児童発達支援の類型を一元化するととも 

に、児童発達支援事業所の人員、設備基準等の類型を一元化します。 

  イ 指定児童発達支援事業者等は、障害の有無にかかわらず、全ての児童が共に 

成長できるよう、インクルージョン（包摂）の推進に努めなければならないを 

明文化します。 

  ウ 指定児童発達支援事業者は、障害児の適性や障害の特性などを踏まえた児童 

発達支援の確保などの観点から、心身の健康等に関する領域を含む総合的な支 

援を行わなければならないことを明文化します。 

（３）入所基準条例のみの内容 

  ア 児童発達支援管理責任者は、障害児が、障害福祉サービスその他のサービス 

を利用しつつ自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、自立し 

た生活への移行について支援する上で必要な事項を定めた計画を作成しなけれ 

ばならないことを明文化します。 

  イ 福祉型障害児入所施設は、新興感染症の発生時等に施設内の感染者への診療 

等を迅速に対応できる体制を平時から構築するため、医療機関との間で、新興 

感染症の発生時等の対応を取り決めるよう努めなければならないことを明文化 

します。 

 

 

３ 施行期日 

  令和６年４月１日 
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